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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月24日(2014.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライド及びシェル容器であって、
　シェル前面壁と、シェル背面壁と、第１のシェル側壁と、第２のシェル側壁と、切り欠
き部分とシェル外側底面壁パネルを含むシェル内側底面壁パネルから形成されたシェル底
面壁と、を含む外側シェルと、
　前記外側シェル内に装着され、かつスライド前面壁と、スライド背面壁と、第１のスラ
イド側壁と、第２のスライド側壁と、スライド内側底面壁パネルとスライド外側底面壁パ
ネルから形成されるスライド底面壁とを含む内側スライドと、
　を含み、
　前記外側シェル及び前記内側スライドは、１つ又はそれよりも多くの脆弱線に沿って互
いに取外し可能に接続され、
　前記１つ又はそれよりも多くの脆弱線に沿って前記外側シェルと内側スライドが分離さ
れる時に、該内側スライドは、閉鎖スライド位置と開放スライド位置の間で該外側シェル
内において移動可能になり、
　前記スライド外側底面壁は、前記容器の組立によって、前記スライド外側底面壁が前記
シェル内側底面壁パネルの切り欠き部分を通り抜けるような形状になっている
　ことを特徴とするスライド及びシェル容器。
【請求項２】
　前記スライド外側底面壁パネルは前記シェル内側底面壁パネルにおける前記切り欠き部
分よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項３】
　　前記外側シェル及び内側スライドは、該外側シェルと該内側スライドを分離するため
に容器から分離可能である一体化開封ストリップを形成する２つ又はそれよりも多くの脆
弱線に沿って互いに取外し可能に接続されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記
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載のスライド及びシェル容器。
【請求項４】
　前記内側スライドは、箱と、ヒンジ線に関して該箱に接続されたヒンジ蓋とを含み、
　前記閉鎖スライド位置では、前記ヒンジ蓋は、前記外側シェルによって閉鎖位置に保持
され、前記開放スライド位置では、該ヒンジ蓋は、開放位置まで移動可能である、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１つの請求項に記載のスライド及
びシェル容器。
【請求項５】
　前記１つ又はそれよりも多くの脆弱線に沿った前記外側シェルと前記内側スライドの分
離の前に、該内側スライドは、前記閉鎖スライド位置に保持されることを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項６】
　前記外側シェルからの前記内側スライドの取り外しを防止するための保持手段を更に含
むことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容
器。
【請求項７】
　前記保持手段は、前記内側スライドの前記開放スライド位置を超える移動を防止するた
めに外側スリーブと係合することが可能である該内側スライドに設けられた少なくとも１
つの保持タブを含むことを特徴とする請求項６に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項８】
　前記１つ又はそれよりも多くの脆弱線は、前記スライド前面壁とシェル側壁の間に位置
付けられることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のスライド及び
シェル容器。
【請求項９】
　前記スライドの少なくとも１つの壁が、画像区域を含み、
　上に重なる前記シェル壁は、前記シェルと前記スライドの間の相対的な移動が、前記ス
ライド壁上の前記画像区域を対応する該シェル壁の少なくとも１つの開口部に少なくとも
部分的に整列させるような少なくとも１つの開口部を含む、
　ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容
器。
【請求項１０】
　前記外側シェル及び内側スライドは、前記１つ又はそれよりも多くの脆弱線を含む１つ
の積層ブランクで一緒に形成されることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１
項に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項１１】
　開封タブが、前記１つ又はそれよりも多くの脆弱線に沿って設けられることを特徴とす
る請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項１２】
　前記内側スライドは、複数の喫煙物品を収容することを特徴とする請求項１から請求項
１１のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容器。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載のスライド及びシェル容器を形成するた
めの積層ブランクであって、
　内側スライドを形成するためのスライド形成部分と、
　外側シェルを形成するためのシェル形成部分と、
　を含み、
　前記スライド形成部分及び前記シェル形成部分は、１つ又はそれよりも多くの脆弱線に
沿って互いに接続され、
　前記内側スライド形成部分は、スライド前面壁パネル、スライド背面壁パネル、第１の
スライド側壁パネル、第２のスライド側壁パネル、スライド外側底面壁パネル及びスライ
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ド内側底面壁パネルと、を含み、
　前記シェル形成部分は、シェル前面壁パネル、シェル背面壁パネル、第１のシェル側壁
パネル、第２のシェル側壁パネル、シェル外側底面壁パネル及び、切り欠き部分を含むシ
ェル内側底面壁パネルを含み、及び
　前記スライド外側底面壁パネルは、容器を形成するために積層ブランクが組み立てられ
る時に、該スライド外側底面壁パネルが前記シェル内側底面壁パネルの前記切り欠き部分
を通過するような形状にされる、
　ことを特徴とする積層ブランク。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の積層ブランクからスライド及びシェル容器を形成する方法であって
、
　内側スライド形成部分及び外側シェル形成部分をそこに設けられた縦方向折り畳み線に
沿って折り畳むことにより、容器を部分的に組み立てる段階と、
　前記内側スライド形成部分の中にその開放端部を通して消費財を挿入する段階と、
　前記スライド内側底面壁パネル及び前記シェル内側底面壁パネルを内向きに折り畳む段
階と、
　前記スライド内側底面壁パネル及び前記シェル内側底面壁パネルに接着剤を適用する段
階と、
　前記スライド外側底面壁パネル及び前記シェル外側底面壁パネルを該スライド外側底面
壁パネルが前記シェル内側底面壁パネルの前記切り欠き部分を通過して前記スライド内側
底面壁パネルに接着し、かつ該シェル外側底面壁パネルが該シェル内側底面壁パネルに接
着するように内向きに折り畳む段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
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